
         

　
平
成
十
五
年
度
の
縦
覧
期
間
は
、 

四
月
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
（
た 

だ
し
、
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
、 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時 

ま
で
）
で
、
固
定
資
産
税
の
納
税 

者
の
方
は
、
こ
の
期
間
に
無
料
で 

縦
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

　
ご
希
望
の
方
は
、
市
役
所
税
務 

課
ま
で
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。
な 

お
、
今
年
度
か
ら
自
分
が
所
有
し

て
い
る
資
産
以
外
の
も
の
で
も
、

比
較
・
確
認
の
た
め
縦
覧
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

     

　
納
税
者
の
皆
さ
ん
に
、
固
定
資 

産
税
・
都
市
計
画
税
の
課
税
内
容 

を
正
し
く
把
握
し
て
い
た
だ
く
た 

め
、
固
定
資
産
課
税
明
細
書
を
お 

送
り
し
ま
す
。 

　
課
税
明
細
書
は
、
所
有
者
別
資 

産
の
課
税
標
準
額
が
法
定
免
税
点 

（
土
地
＝
三
十
万
円
、
家
屋
＝
二 

十
万
円
）
以
上
の
場
合
に
、
納
税 

通
知
書
と
同
封
し
て
お
送
り
し
ま 

す
。
た
だ
し
、
所
有
し
て
い
る
資 

産
の
多
い
方
は
、
従
来
通
り
納
税 

通
知
書
と
課
税
明
細
書
を
別
々
に 

お
送
り
し
ま
す
。 

　
発
送
は
、
四
月
十
一
日
を
予
定 

し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご 

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

   

　
平
成
十
五
年
度
か
ら
、
納
税
義 

務
者
お
よ
び
借
地
・
借
家
人
な
ど 

の
方
は
、
年
間
を
通
し
て
固
定
資

産
課
税
台
帳
を
閲
覧
で
き
る
よ
う 

に
な
り
ま
し
た
。
手
数
料
は
三
百 

円
と
な
り
ま
す
（
縦
覧
期
間
中
は 

無
料
）。
な
お
、
借
地
・
借
家
人

な
ど
の
方
が
閲
覧
す
る
場
合
は
、 

そ
れ
を
確
認
で
き
る
書
類
の
提
示 

が
必
要
と
な
り
ま
す
。 

　
　
　
　
　
　
◇ 

　
詳
し
く
は
、
税
務
課
資
産
税
係 

（
内
線
１
７
６
〜
１
７
９
）
へ
ど

う
ぞ
。 

 

        

　
軽
自
動
車
税
の
納
期
は
、
従
来 

四
月
十
一
日
〜
四
月
三
十
日
で
し 

た
が
、
平
成
十
五
年
度
か
ら
は
五 

月
一
日
〜
五
月
三
十
一
日
（
十
五 

年
度
は
六
月
二
日
）
に
な
り
ま
す
。 

　
従
っ
て
納
税
通
知
書
は
、
一
カ

月
遅
れ
て
届
き
ま
す
の
で
ご
了
承

く
だ
さ
い
。 

　
な
お
、
車
検
に
必
要
な
平
成
十 

四
年
度
軽
自
動
車
税
納
税
証
明
書 

は
、
六
月
一
日
ま
で
有
効
で
す
。 

    

　
使
用
（
所
有
）
し
な
く
な
っ
た 

軽
自
動
車
、
バ
イ
ク
な
ど
は
、
登 

録
の
抹
消
手
続
き
を
し
て
く
だ
い
。 

　
次
の
よ
う
な
場
合
は
、
手
続
き 

を
し
な
い
と
税
金
が
か
か
り
ま
す
。 

・
解
体
業
者
、
回
収
業
者
に
渡
し 

　
た
場
合 

・
友
人
に
譲
っ
た
場
合
　 

・
盗
難
、
粉
失
し
た
場
合 

　
◆
手
続
き
場
所
　u

軽
自
動
車 

軽
自
動
車
検
査
協
会
（
　
０
５
８

２
７
９
ー
１
１
３
４
）　u

二
輪

車
＝
運
輸
支
局
（
1
０
５
８
ー
２

７
９
ー
３
７
１
１
）　u

原
動
機

付
自
転
車
＝
市
役
所
税
務
課 

※
岐
阜
ナ
ン
バ
ー
は
、
土
岐
自
家 

用
車
組
合
（
1
　
３
４
３
９
）
で 

も
行
え
ま
す
。 

※
業
者
な
ど
に
手
続
き
を
依
頼
さ 

れ
た
場
合
は
、
手
続
き
が
完
了
し 

て
い
る
か
必
ず
確
認
し
て
く
だ
さ 

い
。 

　
　
　
　
　
　
◇ 

　
詳
し
く
は
、
税
務
課
税
政
係
（
内 

線
１
８
３
）
へ
ど
う
ぞ
。 
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書
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よ
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納
税
通
知
書
は 

　
　
四
月
十
一
日
に
発
送
予
定 
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